
三原市立第二中学校校務運営規程 
 
          第１章  総  則 
（目 的） 
第１条 この規程は，法令・条例・規則に定めるもののほか，三原市立第二中学校（以下｢本

校｣という）の校務を円滑かつ適正に運営するために「三原市立学校管理規則」第４０条

に基づいて，必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（定 義） 
第２条 この規程で「職員」とは，広島県教育委員会の任命に係る校長･教頭･事務長・教

諭･養護教諭･講師，並びに三原市教育委員会の任命に係る非常勤講師等をいう。 
 
          第２章    校務運営に関する事項 
（運営組織） 
第３条 本校の運営組織は，職員をもって組織する。 

 

（校務分掌） 
第４条 校長は，その権限に属する事項を職員に分掌させるために，三原市立学校管理規

 則第３４条に基づき，校務運営組織及び校務分掌を定めるものとする。 
２ 前項に定めるもののほか，運営組織及び分掌について必要な事項は，校長が定める。 
 

（運営委員会） 
第５条 校長は，学校経営管理に関し審議調整を行い，もって校務運営の円滑化，適正化

及び効率化を図るため，運営委員会を設置する。 
２ 運営委員会は，校長，教頭，事務長，教務主任，及びその他の主任・主事並びに校長

が必要と認める職員をもって構成する。 
３  運営委員会は，校長が招集し主宰する。 
４  校長は，必要と認めるときは，関係職員の出席を求め，報告・意見聴取等を行う。 

５  前各項に定めるもののほか，運営委員会の運営に係る必要な事項は，校長が定める。 
 
（職員会議） 
第６条 校長は，校務運営上必要と認めるときは，校長の職務の円滑な執行を補助させる

 ため，職員会議を置くことができる。 
２ 職員会議は，校長が必要と認める事項について，職員間の意思疎通，共通理解の促進，

 意見交換などを行う。 
３ 職員会議は，校長が招集し，主宰する。 
４ 前事項に定めるもののほか，職員会議の組織及び運営に係る必要な事項は，校長が定

める。 
 
（各種委員会） 

第７条 校務運営を円滑に行い，教育活動を充実させるために，次の委員会を設置する。 

○校務運営委員会 ○不祥事防止委員会 ○学校関係者評価委員会 ○学校評価委員会 

○準学校衛生委員会○生徒指導委員会  ○教育相談委員会    ○教育研究委員会 

○進路指導委員会 ○保健安全委員会  ○特別支援教育委員会  

２ 必要に応じて，上記以外の委員会を置くことができる。 

３ 各委員会の所掌事項及び構成は，校務分掌表による。 



４ 各委員会の協議事項は，校長に報告し，承認を得なければならない。 
 
（事務処理） 
第８条 学校における事務処理は，校長の決裁により行う。 
２ 文書管理に関する規程は，別に定める。 
 
          第３章  職員の勤務に関する事項 

（勤務時間） 
第９条 職員の勤務時間の割り振りは，次のとおり定める。 
２ 職員の勤務時間は，８時１５分から１６時４５分までとする。 
３ 休憩時間は，次のとおりである。 
  8:15                       12:45     13:15        16:15   16:30  16:45 
  
   休憩

30

  休憩 

15 
  

 
勤務                                                                            勤務 
開始                                                                            終了 
  但し,長期休業中は,次のとおりである。 
  8:15                  12:15    13:00                     16:45  
   休憩 

45

   

 
勤務                                                                            勤務 
開始                                                                            終了 
 
（職員の服務） 
第１０条 職員の服務は，地方公務員法第３０条から第３８条，地方教育行政の組織運営

に関する法律第４３条２項及び三原市立学校管理規則３９条に基づくほか，必要な事項

は校長が定める。  
 
          第４章  施設・設備の管理 
（警備防火の計画及び分担） 
第１１条 警備及び防火の計画ならびに責任分担は，校長が定める。 
 

（施設・設備の管理） 
第１２条 前条に定めるもののほか，学校の施設・設備の管理について必要な事項につい

 ては，校長が定める。 
 
（その他） 
第１３条 この規程に定めるもののほか，本校の校務運営に必要な事項は，校長が別に定

 める。 
 

   附 則 
  この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 
 但し，第９条(勤務時間)は平成２２年１月１日から，第７条の「不祥事防止委員会」は平

成２２年２月２日から施行する。 


